
 

 
 

 

 

 

 

 

近年、世界的潮流であるネイチャーポジティブや WELL-BEING の実現など、河川水辺環境に期待される役割

が増えてきています。間近に控える「GREEN×EXPO 2027」の開催を好機と捉え、その先の、河川という地域

資源を生かした魅力あるまちづくりも見据え、「快適」・「オープン」・「ネイチャーポジティブ」を基本

方針とする「横浜市河川水辺環境の保全・創出に関する指針」を策定しました。 

本指針に基づく WELL-BEING な川づくりを実践し、良好な河川水辺環境の保全・創出を図ることで、市民生

活の「質」の向上と「環境との共生」の実現に貢献していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

１ ３つの基本方針 

「横浜市河川水辺環境の保全・創出に関する指針」を策定しました！ 
～市民協働による WELL-BEING な川づくりの推進に向けて～ 

令 和 ８ 年 ３ 月 3 0 日 
下水道河川局河川流域調整課 

※川づくりを通じて、「人」が健康で幸福感を感じ、多様な「生物」が生き生きと生息できる。 
また、「川」自体が常に健全な状態を維持し、治水安全度も高まり安心して暮らせる。 
さらには、「まち」全体の魅力が向上する。 

 本指針では、そのような川づくりのことを「WELL-BEING な川づくり」と呼びます。 

裏面あり 

横浜市が目指す WELL-BEING な川づくり※のイメージ 



 

 
 

ネイチャーポジティブ 

・生物に配慮した水際の保全 

・魚道の整備 など 

快適 

・子どもを含む地域との 

ワークショップの開催 
・休憩場所の確保 など 

オープン 

・市民協働による川づくり 

・生き物観察会の実施 など 

 
  

市民生活の質の向上と環境との共生を図るため、河川水辺環境の特徴や利用状況、周辺環境等に応じ、

３つの基本方針に沿って取組を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針の全文は、横浜市ウェブページでご覧いただけます。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kasen-

gesuido/kasen/shoukai/kasenmizube_shishin.html 

なお、指針に関するリーフレットは以下の場所で配布します。 

・下水道河川局河川流域調整課（市庁舎 21 階） 

・市民情報センター（市庁舎３階） 

・各区役所 等 

 

 

 

 指針の策定にあたり、素案に関する市民意見募集を実施しました。 

 いただいた意見の概要とそれに対する横浜市の考え方などの詳細は、指針とともに市ホームページ 

に掲載しています。 

 実施期間：令和７年 12 月 24 日から令和８年１月 30 日まで 

 提出者数：144 名 

 意 見 数：198 件 

 

お問合せ先 

下水道河川局河川流域調整課長  吉野 文雄  Tel 045-671-2818 
 

● 指針の公表について 

参考：市民意見募集の結果 

ワークショップの開催 生き物観察会の実施 魚道の整備 

２ 主な取組例 

指針はこちら 


